
実 施 計 画 審 査 意 見 書

平成23年10月６日付けで横須賀市長 吉田 雄人から提出がありました横須

賀ごみ処理施設に係る環境影響予測評価実施計画書に対する神奈川県環境影響

評価条例第12条第１項の規定による審査結果は、別紙のとおりです。

平成24年３月29日

神奈川県知事 黒 岩 祐 治
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Ⅰ 総括事項 

 

 横須賀ごみ処理施設（以下「本件事業」という。）は、横須賀市三浦市ごみ

処理広域化に関する基本合意書に基づき、両市で発生する可燃ごみ等を安全で

安定的に処理することを目的としている。 

本件事業は、横須賀市長坂５丁目3878番地ほかにおいて、横須賀市の既存の

不燃ごみ減容固化施設を解体し、１日当たりの処理能力約430トンの可燃ごみ

の焼却施設及び約50トンの不燃ごみ等選別施設の廃棄物処理施設を建設すると

ともに、関連事業として、搬入道路の新設及び既存道路の改修を行うものであ

る。 

焼却施設の処理方式は「焼却方式」又は「溶融方式」の２方式から、今後選

定することとしている。 

 また、廃棄物処理施設の建設に伴い、最大約24.9ヘクタールの土地において

約6.2ヘクタールの造成工事を行い、近傍に発生土を処分するため約7.1ヘクタ

ールの発生土処分場を建設（これらを併せて以下「実施区域」という。）する。 

 廃棄物処理施設については、都市計画に定めようとする事業であるため、神

奈川県環境影響評価条例に基づく手続を都市計画決定権者である横須賀市が行

っている。 

 なお、横須賀市の可燃ごみは、南処理工場（昭和58年設置、処理能力600ト

ン）において処理しているが老朽化が進んでいる。 

 実施区域は、衣笠･大楠山近郊緑地保全区域に位置し、周辺と一体となった

樹林環境が形成されているとともに大楠山ハイキングコース(衣笠コース) 

（以下「ハイキングコース」という。）が存在し、北東側は横浜横須賀道路を

挟んで住宅用地、農地等に利用されている。 

 本件事業は、新たに焼却施設等の廃棄物処理施設を建設するため、工事の実

施や施設の供用による大気等への影響や土地の改変による植物・動物･生態系

への影響が懸念される。 

 したがって、環境影響予測評価書案の作成に当たっては、次の審査結果を十

分に踏まえ、適切な対応を図ること。 

別 紙 
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Ⅱ 個別事項 

 １ 評価項目の選定について 

(１) 植物・動物・生態系 

道路の存在及び施設の存在は、植物、動物、水生生物及び生態系に

影響を及ぼす可能性があり、また、発生土処分場の存在及び宅地の形

成についても、水生生物だけでなく、植物、動物及び生態系にも影響

を及ぼす可能性があることから、それぞれを評価項目に選定し、調査、

予測及び評価を行うこと。 

   さらに、予測に当たっては、事業全体による影響が最大となる時期

を適切に設定すること。 

   

(２) レクリエーション資源 

道路の存在及び施設の存在は、ハイキングコースに影響を及ぼす可

能性があることから、レクリエーション資源を評価項目に選定し、調

査、予測及び評価を行うこと。 

 

２ 調査、予測及び評価の手法について 

(１) 悪臭 

実施区域及びその周辺にはハイキングコースがあることから、廃棄

物処理施設からの悪臭対策については、休炉時も含めて十分に図ると

ともに、これを明らかにした上で予測及び評価を行うこと。 

 

(２) 植物・動物・生態系 

実施区域周辺では環境影響評価を行った事業があり、その評価書に

は、オオタカ、イタチ、カヤネズミ等の重要な種が記載されている。

したがって、これらの図書を始め可能な限り既存資料を収集して、地

域特性を十分に把握するとともに、調査の手法について検討すること。 

また、これらの重要な種の調査結果を明らかにした上で適切に予測

及び評価を行うこと。 

 

(３) 景観 

ア 近景域の調査地点があるハイキングコースは、景観の変化が最も

大きくなると考えられることから、景観の特性を十分考慮した上で、

影響が適切に把握できる地点を選定すること。 

 

イ ハイキングコースの代替ルートを設定する場合には、新たな視点
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が生み出されることから、調査地点の追加を検討すること。 

 

(４) その他 

資材運搬車両及び関係車両の環境影響については、実施区域周辺で

建設中の都市計画道路久里浜田浦線の完成時期により走行ルートが変

わるため、各予測地点で影響が最大となる条件で予測及び評価を行う

よう検討すること。 

 

３ 環境の特性に基づき配慮しようとする内容について 

 ア 実施区域は衣笠・大楠山近郊緑地保全区域の狭窄部にあたる。緑の

連続性によって生物の多様性が確保されていることから、緑地が分断

されないよう以下の点について検討すること。 

 

・新設搬入道路の計画の策定に当たっては、可能な限り自然環境への

影響を低減すること。 

 

・廃棄物処理施設用地の造成に伴って生じる法面について、可能な限

り既存の樹林環境が確保される緑化計画とすること。 

 

・発生土処分場の跡地について、周辺の自然、地形に調和した樹林環

境が創出される緑化計画とすること。 

 

イ ハイキングコースに沿って良好な自然環境が残っていることから、

ハイキングコース及びその周辺の自然環境の改変が最小限となるよう

事業計画を検討すること。 

 


